
 

 

九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、

相模原市）では、九都県市首脳会議での合意に基づき、地方自治体が地域のエネルギー利用

実態並びに区域内における再生可能エネルギー種別ごとの導入量等を把握できる制度の構築、

水素エネルギーの普及拡大に向けた各取組の加速など、脱炭素社会実現に向けた取り組みの

推進について、国に対して要望を実施しましたのでお知らせします。 

 

１ 実施日 

令和４年５月２５日（水） 

 

２ 要望先 

国の関係省（経済産業省、国土交通省、環境省） 

 

３ 要望方法 

関係省の部局へ要望書を郵送（書留郵便） 

 

４ 要望内容 

別添要望書のとおり 

 

 

 
令和４年５月２５日 
環境局環境保全部 
環境保全課温暖化対策室 
電話 ２４５－５２６３ 
(九都県市同時発表) 

   

 

脱炭素社会実現に向けた取り組みの推進に関する要望の実施について 
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